
消防ポンプ車と救急車を中央消防署
（茂原市）へ更新配備しました

消防ポンプ車の運転席

救急車の傷病者室

実際の液晶画面
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消
防
ポ
ン
プ
車

救
急
車

感染予防対策としてアイソレーターを導入しています
アイソレーターとは
　患者搬送用の密閉式のカプセルで、患者から発せられる感染性
の飛沫を、カプセル内部の空気をフィルターを通して排気するこ
とで、ウイルスや病原菌が空気中に放出されることを防ぐことが
でき、同乗者及び隊員を感染から守ることを目的とした機器です。

（株）モイスティーヌから消防本部に�
ハンドクリームを寄贈いただきました

　消防業務での手の消毒をすることの多い消防職員の手荒
れに配慮いただき、「ハンドクリーム」を寄贈いただきま
した。大切に使用させていただきます。
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中央消防署(茂原市)へ更新配備した車両を紹介！



危険物取扱者試験のお知らせ
◆問い合わせ　消防本部予防課 危険物係� ☎（26）0119

●願書受付
願書配布場所　消防本部予防課・各消防署
書面申請　※郵送又は持参
期 間　�４月４日（月）～４月18日（月）�

（持参は、平日9時30分～16時00分）
場 所　�消防試験研究センター千葉県支部�

（千葉市中央区末広2-14-1　ワクボビル３階）
電子申請
期 間　４月１日（金）～４月15日（金）　※24時間対応

●危険物取扱者試験
試験日・試験地
６月� 5日（日）　銚子・勝浦・館山会場
６月12日（日）　木更津会場
６月19日（日）　千葉会場

●受験者講習会（任意）
日　時　５月13日（金）� 9：00～�17：00
場　所　茂原市東部台文化会館（茂原市東部台1-7-15）

甲種防火管理者資格講習のお知らせ
◆問い合わせ　消防本部予防課 査察調査係�☎（26）0119
　主　　　催　（一社）千葉県消防設備協会

☎043（306）3871
（一財）日本防火・防災協会
� ☎03（6263）9903

１回目　講習日　� 6月� 7日（火）～� 8日（水）（２日間）
　　　受付期間　� 4月� 4日（月）～11日（月）
２回目　講習日　� 6月� 9日（木）～10日（金）（２日間）
　　　受付期間　� 4月14日（木）～21日（木）
募集人数　各５０名　※先着順
講習会場　茂原市総合市民センター（茂原市町保13-20）
受 講 料　8,000円
申込方法　�インターネット又はFAX申込
　　　　　※�詳しくは、（一財）日本防火・防災協

会のウェブサイトを御確認ください。

　山武郡市消防本部及び夷隅郡市消防本部との共同開催となり多
くの受講者が見込まれますので、ご希望の方は早めにお問い合わ
せください。

消防のヒミツ
　「救急車がサイレンを鳴らし
ているのにゆっくり走っている
のはなぜですか？」という質問
をよく受けます。消防自動車は
緊急走行時、一般道は 80㎞ /h、
高速道路は 100㎞ /h で走って
も良いとされています。しかし、
救急車には急に具合の悪くなっ
た人や、ケガをした人を乗せて
いるので、走行中の振動で症状
が悪くならないように、道路の
デコボコやマンホールを避ける
など、傷病者の状態に合わせて
慎重に走
行するこ
とがあり
ます。
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危　険　物　安　全　週　間
６月５日（日）～６月11日（土）「一連の　確かな所作で　無災害」



6月は乾電池の収集月、お忘れなく！
◆問い合わせ　環境衛生課　☎（23）4944

（4月29日（金）〜5日（木））

ゴールデンウィーク中も通常どおりゴミ収集を行います
◆問い合わせ　環境衛生課　☎（23）4944

　収集日は、 和４年度版
　　　「ゴミと資源の分け方・出し方」にてご確認ください。

ゴミ処理場への
直接搬入

8：30～
11：45

13：00～
16：00 し尿収集・浄化槽清掃許可業者 問合せ先

4月29日㈮
～30日㈯ ○

休み
㈲茂原中央商事 ☎（22）5135

5月2日（月）のみ営業

4月29日(金）
～ 5月1日（日）、

5月3日(火) ～ 5日(木)
は休みです。

5月1日㈰ 休み セントラル美装㈱ ☎（32）4582

5月2日㈪ ○ ○ ㈲マツオ産業 ☎（42）3344

5月3日㈫
～ 5日㈭ ○ 休み ㈲白子衛生 ☎（33）5551

令和4年3月1日現在 人口（人） 世帯数
（戸）市町村 男 女 計 前年

同月比
茂 原 市 43,358 44,365 87,723 -490 41,271
一 宮 町 6,068 6,249 12,317 20 5,543
睦 沢 町 3,343 3,508 6,851 -56 2,803
長 生 村 6,814 6,982 13,796 -154 6,071
白 子 町 5,452 5,382 10,834 -165 4,948
長 柄 町 3,332 3,223 6,555 -168 2,946
長 南 町 3,760 3,812 7,572 -158 3,235

計 72,127 73,521 145,648 -1,171 66,817
うち65歳以上 32.7% 38.3% 35.5% 0.5％

① �電池の端子部分にテープを貼る。
②「�乾電池」と表記した透明のビニール袋に
入れる。

③ 資源ごみの集積所に出す。
※�ビン・缶・ペットボトルの下や�
陰にならないよう注意！

×充電式電池は集積所には出せません。

乾電池

収集日は、 和4年度版
「ゴミと資源の分け方・出し方」で
ご確認ください！

茂 原 市 　公共施設内に乾電池
の回収ボックス等を設
置している市町村です。
　設置場所や回収時間
はお住いの市町村の環
境担当課にお問い合わせ
ください。

※�長生村はQRコードで確認
できます。

長 生 村

白 子 町

長 南 町

　不燃ごみなどに混入したリチウムイオン
電池などによる、ごみ処理施設での発煙・
発火事故が増加しています。
　リサイクル推進店一覧などは組合のウェ
ブサイトに掲載しています。
充電式電池のリサイクルにご
協力ください。

リチウムイオン電池などの小型充電式電池は
電器店等のリサイクルボックスに！

乾電池の捨て方
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2月～ 3月も放射性物質は基準値以下でした
～ごみ処理場から排出される焼却灰、エコパーク長生の放流水及び空間線量を毎月測定しています～



市
町
村
ガ
イ
ド

　
長
生
広
域
の
視
聴
覚
教
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
16
ミ
リ

フ
ィ
ル
ム
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
の
学
習
教
材
を
市
町
村
の
教

育
機
関
な
ど
へ
無
償
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

天
文
教
室
（
睦
沢
町
）

　
睦
沢
町
で
こ
の
教
材
を
使
っ
た
事
業
を
行
い
ま
す
の

で
、
紹
介
し
ま
す
。

　
睦
沢
町
の
教
育
委
員
会
で
は
、
町
の
中
央
公
民
館
に

設
置
さ
れ
た
天
体
観
測
室
に
あ
る
、
望
遠
鏡
を
使
い
、

季
節
ご
と
の
天
体
現
象
を
テ
ー
マ
に
、
年
間
８
回
程
度

の
天
文
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
教
室
当
日
は
、
観

測
の
前
に
借
り
て
き
た
教
材
を
使
っ
て
座
学
に
役
立
て

て
い
ま
す
。

　
天
体
観
測
の
一
番
の
心
配
は
、
当
日
の
天
気
で
す
が
、

観
測
で
き
な
い
場
合
で
も
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
や
月
齢

早
見
盤
を
手
作
り
す
る
な
ど
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

観
測
し
て
気
づ
い
た
こ
と
や
疑
問
に
答
え
る
講
師
も
い

ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■問い合わせ　�睦沢町立中央公民館
☎（44）0211

学校・幼稚園・保育園や子ども会などの活動にDVDや�
16ミリフィルム、映像機器などを貸し出しています

　当センターでは、16ミリフィルムやDVDを中心に、子ども向けのアニメ映画や家庭教育・
一般向けの教材や映画、また、映写機やプロジェクターなどの機器を取り揃え、無料で貸し出
しています。子ども会や自治会など地域社会の交流や教育の一助として、ぜひご活用ください。

対 象　◦�学校教育団体�
（学校・幼稚園・保育園
など）

　　　　　　　　◦�社会教育団体�
（子ども会など）�
※�企業や一般の方にはお
貸しできません。

受 付 時 間　�9時～ 16時30分�
※要事前電話連絡

貸出期間・本数　５日間・７本まで（原則）

◆申し込み・問い合わせ
　長生郡市視聴覚教材センター
　☎（25）6001

16ミリ映写機操作講習会のお知らせ
　16ミリフィルム・映写機を利用する場合は、
「16ミリ映写機操作講習修了証」が必要です。
当センターでは16ミリ映写機操作講習会を実
施していますので、受講を希望される方は電話
にて６月３日（金）までにお申し込みください。
この講習の修了書を取得することで、千葉県内
での16ミリ映写機の操作を行うことが認めら
れます。
日 時　�６月18日（土）9：00～ 12：00�

（8：50から受付）
会 場　長生広域組合管理棟２階　第１研修室
受講料　無　料
持ち物　�横2.5㎝×縦3㎝の顔写真�

（写真の裏側に氏名、生年月日を記入のこと）
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ゴミは収集日当日、朝8時30分までに出してください



和
３
年
度
定
例
監
査
結
果
の
概
要
を

公
表
し
ま
す
。

監
査
委
員　
白　
井　
伸　
夫

監
査
委
員　
今　
関　
澄　
夫

■
監
査
の
期
日　
令
和
３
年
12
月
22
日

■
監
査
の
場
所　
組
合
管
理
棟
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

■
監
査
の
対
象

　

事
務
局
（
一
般
会
計
・
特
別
会
計
）・
水
道

部
（
水
道
事
業
会
計
）・
公
立
長
生
病
院
（
病

院
事
業
会
計
）

■
監
査
の
主
な
実
施
内
容

　
監
査
は
、
経
済
性
・
効
率
性
・
有
効
性
に
留

意
し
、
事
務
分
掌
、
歳
入
歳
出
予
算
の
執
行
状

況
、
補
助
金
の
交
付
状
況
、
事
務
事
業
の
執
行

状
況
、
主
要
行
事
、
特
に
苦
心
す
る
業
務
概
要
、

管
理
備
品
の
増
減
状
況
、
新
規
事
業
執
行
状
況
、

使
用
帳
簿
、
そ
の
他
関
係
証
書
類
を
調
査
す
る

と
と
も
に
、
説
明
を
聴
取
し
、
事
業
の
管
理
並

び
に
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
が
法
令
等
に
適
合
、

適
正
か
つ
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を

置
き
実
施
し
た
。

■
監
査
結
果

　
計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
中
止
や

変
更
・
遅
延
し
た
事
業
も
あ
る
が
、
概
ね
順
調

に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸
帳
簿
に
つ
い
て
は

若
干
の
誤
記
等
も
見
ら
れ
た
が
、
概
ね
適
切
に

処
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

■
所　
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す
る
所
見
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に

事
務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

●
介
護
認
定
審
査
会
、
障
害
支
援
区
分
認
定
審

査
会
に
つ
い
て
は
、
医
師
会
等
関
係
機
関
の
協

力
の
も
と
、
審
査
委
員
の
確
保
と
公
正
か
つ
円

明
確
に
し
て
、
円
滑
な
業
務
運
営
が
図
ら
れ
る

よ
う
に
努
め
ら
れ
た
い
。
各
種
機
械
設
備
等
の

老
朽
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
状
況
を
的
確
に
把

握
す
る
と
と
も
に
、
計
画
的
な
改
修
を
実
施
し
、

利
用
者
に
不
便
を
か
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
施

設
管
理
の
徹
底
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
水
道
事
業
は
、
圏
域
住
民
に
安
全
で
良
質
な

水
を
安
定
的
に
供
給
す
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
。

人
口
減
少
に
よ
る
料
金
収
入
の
減
少
や
施
設
の

老
朽
化
に
伴
う
更
新
費
用
の
増
加
な
ど
、
経
営

環
境
は
厳
し
さ
が
増
し
て
行
く
事
が
予
想
さ
れ

て
い
る
。
昨
年
度
策
定
さ
れ
た
「
水
道
事
業
ビ

ジ
ョ
ン
・
経
営
戦
略
」
に
お
い
て
、
浄
水
場
等

の
施
設
の
統
廃
合
や
定
期
的
な
水
道
料
金
の
見

直
し
を
検
討
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
現

に
つ
い
て
は
、
構
成
市
町
村
等
と
十
分
協
議
し
、

安
定
し
た
水
の
供
給
と
、
持
続
的
な
健
全
経
営

を
確
保
さ
れ
る
よ
う
一
層
の
経
営
努
力
に
努
め

ら
れ
た
い
。
ま
た
、
九
十
九
里
地
域
の
末
端
給

水
事
業
体
で
統
合
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
他

の
事
業
体
や
構
成
市
町
村
と
十
分
な
協
議
を
行

い
、
よ
り
良
い
方
向
へ
進
む
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

●
長
生
病
院
は
、
圏
域
内
唯
一
の
公
的
病
院
で

あ
り
、
地
域
住
民
に
充
実
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
。
年
俸
制
任

期
付
職
員
制
度
の
実
施
等
に
よ
る
医
師
の
確
保

や
外
来
受
付
の
再
編
成
な
ど
、
各
種
経
営
改
善

対
策
に
取
り
組
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
お
い
て
、
積

極
的
に
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

今
後
と
も
、
病
院
事
業
管
理
者
の
も
と
、
職
員

が
一
丸
と
な
っ
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く

よ
う
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
そ
の
他
、
予
算
の
執
行
及
び
契
約
事
務
の
更

な
る
適
正
運
用
に
つ
い
て

う
に
設
備
の
状
況
を
的
確
に
と
ら
え
、
適
正
な

維
持
管
理
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
新
最
終

処
分
場
は
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
は
欠
か
せ
な

い
重
要
施
設
で
あ
る
の
で
、
誠
意
を
持
っ
た
対

応
に
努
め
、
地
元
住
民
等
と
良
好
な
関
係
を
保

ち
な
が
ら
事
業
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

●
消
防
庁
舎
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
現
庁

舎
の
感
染
症
対
策
と
併
せ
取
り
組
ん
で
い
る
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
消
防
庁
舎
は
災
害
発
生
時

に
は
地
域
防
災
の
拠
点
施
設
と
な
る
重
要
な
施

設
で
あ
る
の
で
、
消
防
業
務
全
体
を
長
期
的
な

視
野
に
立
っ
て
考
慮
し
、
構
成
市
町
村
と
協
議

検
討
し
、
早
期
に
事
業
を
進
め
ら
れ
、
地
域
住

民
が
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
消
防
体
制
が
確

立
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
消
防
団

員
の
充
足
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
処
遇
改

善
を
図
る
と
と
も
に
、
広
報
等
を
利
用
し
て
広

く
そ
の
重
要
性
に
理
解
を
求
め
、
団
員
確
保
に

努
め
ら
れ
た
い
。

●
視
聴
覚
教
材
セ
ン
タ
ー
は
、
圏
域
内
唯
一
の

視
聴
覚
教
育
推
進
の

機
関
と
し
て
、
各
種

団
体
等
の
要
望
を
取

り
入
れ
、
最
新
機
器

や
教
材
等
を
整
備
し
、

視
聴
覚
教
育
の
拠
点

施
設
と
し
て
の
役
割

を
認
識
し
て
、
そ
の

普
及
啓
発
を
図
る
と

と
も
に
、
有
効
活
用

に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
長
南
聖
苑
は
、
利

用
者
の
要
望
や
現
場

に
お
け
る
課
題
を
構

成
市
町
等
と
共
通
認

識
を
持
ち
、
業
務
執

行
上
の
不
具
合
点
を

滑
な
審
査
会
運
営
の
継
続
に
努
め
ら
れ
た
い
。

●
夜
間
急
病
診
療
所
は
、
圏
域
内
唯
一
の
夜
間

初
期
診
療
機
関
で
あ
る
の
で
、
夜
間
に
お
い
て

も
急
病
者
が
安
心
し
て
診
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
診
療
体
制
の
確
保
に
万
全
を
期
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
医
療
機
関
に
お

い
て
は
負
担
過
重
な
状
況
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
休
日
在
宅
当
番
医
制
事
業
及
び
二
次
医
療

機
関
運
営
事
業
に
つ
い
て
は
、
圏
域
住
民
が
休

日
・
夜
間
に
お
い
て
も
、
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
医
師
会
等
の
協

力
の
も
と
、
事
業
継
続
に
万
全
を
期
さ
れ
た
い
。

●
ス
ポ
ー
ツ
運
動
広

場
等
の
屋
外
施
設
に

つ
い
て
は
、
施
設
管

理
を
徹
底
さ
れ
る
と

と
も
に
、
利
用
者
の

意
見
を
取
り
入
れ
、

一
層
の
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
努
め
ら
れ
た

い
。
ま
た
、
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
等
を
利
用
し
、

施
設
の
Ｐ
Ｒ
を
積
極

的
に
行
い
利
用
率
の

向
上
に
努
め
ら
れ
た

い
。

●
一
般
廃
棄
物
収

集
・
処
理
、
処
理
施

設
の
運
転
管
理
等
に

つ
い
て
は
、
業
務
委
託
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い

る
が
、
組
合
は
発
注
者
の
責
任
と
し
て
業
務
が

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
を
常
に
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
、
業
務
上
の
不
具
合
や
問
題

点
を
共
通
認
識
す
る
た
め
に
受
注
者
と
連
絡
を

密
に
と
り
あ
い
、
業
務
実
施
内
容
を
確
認
、
評

価
し
、
適
正
な
管
理
に
努
め
ら
れ
た
い
。
処
理

施
設
は
、
処
理
性
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ スポーツ運動広場

長南聖苑
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個人商店等の閉鎖や新しくお店を営む場合は、水道の用途変更の連絡を忘れずに！
■問い合わせ　水道部業務課　☎（23）9482



上水道のクロスコネクション（違法接続）は法律により禁止されています
クロスコネクションとは？
　上水道と井戸水などの管が直接接続されている状態のことをいいます。
　また、バルブを設置して必要に応じて上水道と井戸水などを切り替えて
使用する状態や一時的な使用であってもクロスコネクションになります。

なぜ禁止されているの？
　上水道と井戸水などの管が接続されていると、水道本管に井戸水などが
逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていると、広範囲に
水質被害を引き起こしてしまうことになります。

クロスコネクションになっている場合は？
　長生広域水道事業給水条例に基づき、給水を停止させていただきます。
　水道水が井戸などに流れ込んだ場合は、原因者に高額な水道料金をお支
払いいただくことになります。また、水質被害により発生した損害の補償
もすべて原因者の負担となります。
■問い合わせ　水道部業務課 給水係　☎（23）9482

4

混合⽔

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ
（止水バルブ・メーター）

切替ﾊﾞﾙﾌﾞ

←井戸への逆流

井戸水→

井戸水の上水道への逆流→

←水道水

違法接続

井

戸
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井

戸

ポ

ン

プ
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井戸水→

水道水

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ
（止水バルブ・メーター）
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混合⽔
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（止水バルブ・メーター）

切替ﾊﾞﾙﾌﾞ

←井戸への逆流

井戸水→

井戸水の上水道への逆流→

←水道水

違法接続

井

戸

ポ

ン

プ

井

戸

ポ

ン

プ

←水道水

井戸水→

水道水

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ
（止水バルブ・メーター）

〇

違法接続

建物の建替え等には水道工事申請が必要です
◆問い合わせ　水道部業務課 給水係　☎（23）9482
　水道の引き込みがある土地に家屋等を建てるときや、建替え、増設、撤去等が
ある場合には、長生広域水道部へ給水装置工事承認申請が必要です。
　工事の際は、指定給水装置工事事業者（指定工事店）にご依頼の上、申請く
ださい。

漏水の早期発見にご協力を！〜水は限りある貴重な資源です〜

◆問い合わせ　水道部維持課 維持係　☎（23）9491
　水道部では漏水調査を実施していますが、発見された漏水の多くはお客様からの連絡による
ものです。漏水は大切な水が無駄になるだけでなく、道路の陥没や交通事故などの二次災害に
つながる恐れもあります。次のような場合は、水道管から漏水している可能性がありますので、
お手数ですが水道部維持課までご連絡ください。

　　　◎晴れているのに道路がぬれている。
　　　◎水が急に出にくくなった。
　　　◎普段乾いている溝にきれいな水が流れている。

和４年度水質検査計画を策定しました
◆問い合わせ　水道部施設課 施設係　☎（23）9480
　この計画書は、 和４年度に長生広域水道部で行う水質検査につ
いて、検査項目及び検査回数等を記載したものです。計
画書は、水道部窓口で配布するほか、水道部ウェブサイ
トでもご覧いただけます。

×
井
戸
ポ
ン
プ

井
戸
ポ
ン
プ

井戸への流出
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水　　道　　週　　間　
6月1日（水）～ 6月7日（火）「大切な 水と一緒に 暮らす日々」



長生広域 令和４年度予算の概要

負担金
48億5,125万円（68.0％）
負担金
48億5,125万円（68.0％）

使用料及び手数料
8億4万5千円（11.2％）
使用料及び手数料
8億4万5千円（11.2％）

国庫補助金
3億8,170万9千円（5.3％）
国庫補助金
3億8,170万9千円（5.3％）

県補助金
2,952万6千円（0.4％）
県補助金
2,952万6千円（0.4％）

財産収入
1,309万円（0.2％）
財産収入
1,309万円（0.2％）

諸収入
8,129万5千円（1.1％）
諸収入
8,129万5千円（1.1％）繰入金

6,600万円（0.9％）
繰入金
6,600万円（0.9％）
繰越金
2,000万円（0.3％）
繰越金
2,000万円（0.3％）

組合費
8億9,590万円（12.6％）
組合費
8億9,590万円（12.6％）

歳入

衛生費
37億6,502万3千円（52.7％）

衛生費
37億6,502万3千円（52.7％）

消防費
25億7,495万円（36.1％）

消防費
25億7,495万円（36.1％）

民生費
4,993万9千円（0.7％）
民生費
4,993万9千円（0.7％）

総務費
1億7,133万1千円（2.4％）
総務費
1億7,133万1千円（2.4％）

予備費
2,000万円（0.3％）
予備費
2,000万円（0.3％）

議会費
211万円（0.0％）
議会費
211万円（0.0％）

公債費
5億3,711万7千円（7.5％）
公債費
5億3,711万7千円（7.5％）
教育費
1,834万5千円（0.3％）
教育費
1,834万5千円（0.3％）

歳出

歳入歳出　71億3,881万5千円
（前年比5億7,719万円の増）

主な事業
●衛生費
・ごみ焼却施設基幹的設備改良事業

10億5,938万円
　�（平成30年度から5か年、総事業費約
30億円で、ごみ焼却施設を15年延命
します）

・最終処分場嵩上げ事業� 1億738万円
　�（エコパーク長生を新最終処分場完成
まで延命します）

・新最終処分場建設事業� 1億582万円
　�（エコパーク長生に代わる新たな最終
処分場の完成を令和6年度を目標にす
すめています）

●消防費
・�高規格救急自動車１台及び積載資機材
の更新� 3,600万円

・�消防ポンプ自動車1台及び積載資機材
の更新� 5,016万円

・消防団機庫2棟更新� 7,880万円

歳　出
●総務費
　庁舎等維持管理、市町村職員等の研修など
●民生費
　�介護認定及び障害支援区分認定審査判定業
務など

●衛生費
　�夜間急病診療所の運営、夜間待機施設及び
休日在宅当番医業務委託、ごみ収集及び処
理施設運転業務委託、新最終処分場建設事
業など

●消防費
　�常備消防及び消防団の運営、消防車両及び
消防団機庫などの更新整備

●市町村負担金の内訳

茂原市 27億6,916万4千円 57.1%

一宮町 4億3,072万8千円 8.9%

睦沢町 2億6,502万8千円 5.5%

長生村 4億5,373万1千円 9.3%

白子町 3億7,326万5千円 7.7%

長柄町 2億7,432万6千円 5.6%

長南町 2億8,500万8千円 5.9%

一　　般　　会　　計

広報　長生こういき� 2022年4月号No.167 8☎︎/6市外局番 0475

予算書（補正を含む）及び概要は組合ウェブサイトよりご覧いただけます　



人件費
24億2,305万7千円（33.9％）
人件費
24億2,305万7千円（33.9％）

予備費
2,000万円（0.3％）
予備費
2,000万円（0.3％）

公債費
5億3,711万7千円（7.5％）
公債費
5億3,711万7千円（7.5％）

物件費
18億179万6千円（25.2％）
物件費
18億179万6千円（25.2％）

維持補修費
4億4,887万7千円（6.3％）
維持補修費
4億4,887万7千円（6.3％）
扶助費
2,541万円（0.4％）
扶助費
2,541万円（0.4％）

補助費等
3億9,179万8千円（5.5％）
補助費等
3億9,179万8千円（5.5％）

普通建設事業費
14億9,076万円（20.9％）
普通建設事業費
14億9,076万円（20.9％）

歳入歳出　1億5,320万5千円
（前年比769万1千円の増）

●人 件 費　�職員給料のほか、議会議員及び各種
委員の報酬など

●物 件 費　�消耗品費、光熱水費、通信運搬費、
委託料、使用料など消費的な経費

●維 持 補 修 費　�ごみ処理施設など施設の機能を維持
保全するための経費

●扶 助 費　児童手当
●補 助 費 等　�各種負担金、報償費や保険料など
●普通建設事業費　�新最終処分場の建設及びごみ焼却施

設の大規模改修、また、消防自動車
の購入などその効果が資本形成とな
るために支払われる経費

●公 債 費　�ごみ処理施設、消防署の建設などの
ために借り入れた資金の返済金

負担金
1億782万2千円（70.4%）
負担金
1億782万2千円（70.4%）

使用料
4,431万円（28.9%）
使用料
4,431万円（28.9%）

歳入

諸収入　7万3千円（0.0%）

繰越金
100万円（0.7%） 人件費

3,792万1千円
（24.7%）

人件費
3,792万1千円
（24.7%）

物件費
7,011万9千円
（45.8%）

物件費
7,011万9千円
（45.8%）

維持補修費
2,461万5千円
（16.1%）

維持補修費
2,461万5千円
（16.1%）

歳出
（性質別）

予備費
100万円（0.7%）

普通建設事業費
1,905万6千円（12.4%）

補助費等
49万4千円（0.3%）

●市町負担金の内訳

茂原市 7,930 万 6千円 73.6%

長柄町 1,306 万 4千円 12.1%

長南町 1,545 万 2千円 14.3%

令和３年度　２月補正予算概要　※万円単位で端数処理
●一般会計　2,165万円追加　予算総額65億8,265万円
　<主な内容>
　・過年度分市町村負担金精算還付�����9,368万円
　・一般廃棄物処理施設建設基金積立����7,343万円

　・�新最終処分場建設事業費などの繰越明許費、ごみ処理
施設補修工事などの債務負担行為補正

●特別会計　火葬場・斎場事業費
　154万円追加　予算総額1億4,705万円
　<主な内容>
　・過年度分市町負担金精算還付������ 317万円
　・感染症対策備品購入費など�������� 56万円

●水道事業会計
　<主な内容>
　・水道料金収入の増額等������7,502万円
　・漏水修繕の増加等��������6,549万円
　・企業債借入額の減額等������2,571万円
　・企業債償還額の減額等�������368万円

●病院事業会計（12月7日専決処分）
　<主な内容>
　・新型コロナウイルス感染症に係る補助金の増額
　　　　　����������������6,600万円
　・新型コロナウイルス感染症に係る経費の増額
　　　　　����������������6,600万円
●病院事業会計
　<主な内容>
　・新型コロナウイルス感染症に係る補助金の増額等
　　　　　���������������� 964万円
　・職員給与費の減額等���������� 935万円
　・看護師修学資金貸付金の減額等����� 200万円

特別会計　　火葬場・斎場事業費（茂原市、長柄町、長南町の負担金で
運営・設置しています　　　　　　）

一般会計　歳出（性質別）※支出する経費を次の性質に分類したものです。

広報　長生こういき� 2022年4月号No.1679 ☎︎/6市外局番 0475

⬅　水道・病院事業会計の令和４年度予算の概要は次ページです。



水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

収　入
50億3,368万7千円

支　出
48億3,253万8千円

収　入
9億118万6千円

支　出
20億7,129万1千円

水道料金
39億6,598万1千円（78,8％）

収支差額（不足額）
11億7,010万5千円

受水費
24億9,524万7千円（51.6％）

減価償却費
9億6,142万円（19.9％）

企業債償還金
8億3,517万円（40.3％）

建設改良費
12億3,612万1千円（59.7％）

収支差額
2億114万9千円

企業債
6億4,500万円（71.6％）

負担金
1億9,934万7千円
（22.1％）

国庫補助金
5,047万3千円（5.6％）

市町村負担金
4億290万円（8.0％）

その他
1億2,786万3千円（2.5％）

長期前受金戻入
1億5,636万4千円（3.1％）

県補助金
3億8,057万9千円
（7.6％）

雑入
636万6千円（0.7％）

その他
6億8,053万6千円
（14.1％）

委託費
2億8,656万1千円
（5.9％）
給与費
4億877万4千円（8.5％）

収　入
33億8.511万4千円

支　出
33億2,431万9千円

収　入
7億397万2千円

支　出
7億3,446万3千円

改修工事費
1億6,270万1千円（22.1％）

投資
360万円（0.5％）

企業債償還金
5,347万6千円
（7.3％）

企業債
6億390万円（85.8％）

資産購入費
5億1,468万6千円
（70.1％）

給与費
20億8,373万7千円
（62.7％）

入院収益
15億8,775万円
（46.9％）

外来収益
8億797万5千円（23.9％）
収支差額
6,079万5千円
その他
5,239万5千円
（1.6％）

市町村負担金
7億1,360万2千円（21.1％）

その他医業収益
1億5,689万8千円（4.6％）
長期前受金戻入
7,895万円（2.3％）

その他
3,993万9千円（1.2％）

経費
5億3,294万1千円（16.0％）

材料費
5億2,221万2千円
（15.7％）

減価償却費
1億3,303万4千円
（4.0％）

国庫補助金
7,333万3千円（10.4％）

市町村負担金
2,673万8千円
（3.8％）

修学資金
貸付金返還金
1千円（0.0％）

収支差額（不足額）
3,049万1千円

収益的収支

収益的収支

資本的収支

資本的収支

収益的収支
　収益的収支は、事業収益50億3,368万7千円に対
し、事業費用は48億3,253万8千円を見込んでおり
ます。

収益的収支
　収益的収支は、病院事業収益33億8,511万4千円
に対し、病院事業費用は33億2,431万9千円を見込
んでおります。

資本的収支
　資本的収支は、収入額9億118万6千円に対し、
支出額は20億7,129万1千円を見込んでおります。
なお、収入が支出に不足する額11億7,010万5千円
は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんします。

資本的収支
　資本的収支は、収入額7億397万2千円に対し、
支出額は7億3,446万3千円を見込んでおります。
なお、収入が支出に不足する額3,049万1千円は、
過年度分損益勘定留保資金等で補てんします。
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水道料金のお支払いは、便利な口座振替で！
■問い合わせ　水道部業務課　☎（23）9482



令 和 ４ 年 第 １ 回 長 生 郡 市
広域市町村圏組合議会定例会

　２月８日に開会し、令和３年度補正予算並びに令和４年度予算など、承認３件、
議案13件の審査及び特別委員会報告1件を行い、２月25日に閉会しました。
　以下、審議の結果をお知らせします。

件名 内容

専決処分の承認を求めることについて

承認第1号
(原案承認)

専決処分の承認を求めることについて
（職員の給与に関する条例及び一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について）

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準拠し、専決処分したの
で議会の承認を求めるものです。

承認第2号
(原案承認)

専決処分の承認を求めることについて
（長生郡市広域市町村圏組合病院事業管
理者の給与等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について）

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準拠し、病院事業管理者
の期末手当を改正することについて、専決処分したので議会の承
認を求めるものです。

承認第3号
(原案承認)

専決処分の承認を求めることについて
（令和３年度長生郡市広域市町村圏組合
病院事業会計補正予算（第２号））

概要は、9ページに掲載してあります。

令和3年度補正予算など

議案第1号
(原案可決)

令和３年度長生郡市広域市町村圏組合
一般会計補正予算（第２号) 概要は、9ページに掲載してあります。

議案第2号
(原案可決)

令和３年度長生郡市広域市町村圏組合
特別会計火葬場・斎場事業費補正予算
（第１号）

概要は、9ページに掲載してあります。

議案第3号
(原案可決)

令和３年度長生郡市広域市町村圏組合
水道事業会計補正予算（第２号） 概要は、9ページに掲載してあります。

議案第4号
(原案可決)

令和３年度長生郡市広域市町村圏組合
病院事業会計補正予算（第３号） 概要は、9ページに掲載してあります。

議案第5号
(原案可決)

令和４年度長生郡市広域市町村圏組合
一般会計予算 概要は、8ページに掲載してあります。

議案第6号
(原案可決)

令和４年度長生郡市広域市町村圏組合
特別会計火葬場・斎場事業費予算 概要は、9ページに掲載してあります。

議案第7号
(原案可決)

令和４年度長生郡市広域市町村圏組合
水道事業会計予算 概要は、10ページに掲載してあります。

議案第8号
(原案可決)

令和４年度長生郡市広域市町村圏組合
病院事業会計予算 概要は、10ページに掲載してあります。

議案第9号
(原案可決)

財政事情の作成及び公表に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

財政事情の公表方法に組合広報誌への登載に加え、インターネッ
トを利用して閲覧できる方法を追加し、より広く周知しようとす
るものです。

議案第10号
(原案可決)

使用料及び手数料条例の一部を改正す
る条例の制定について

行政財産のうち、土地使用料について建物使用料と同様、自動販
売機の区分を設けるため改正しようとするものです。

議案第11号
(原案同意)

監査委員の選任につき同意を求めるこ
とについて 識見監査委員の任期満了により、片岡修氏を選任するものです。

議案第12号
(原案同意)

監査委員の選任につき同意を求めるこ
とについて 議会選出監査委員の退任に伴い、鵜沢一男氏を選任するものです。

議案第13号
(原案同意)

教育委員会委員の任命につき同意を求
めることについて

教育委員会委員の任期満了により、糸井仁志氏を任命するもので
す。

特別委員会
報告

公立長生病院の経営に関する調査研究
特別委員会中間報告の件（委員長報告）

令和４年２月２日及び２月８日に開催した特別委員会の会議の内
容と引き続き調査研究を行う旨の報告がありました。

※�専決処分は、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、自
ら処理することです。
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会議結果、会議録は、組合ウェブサイトよりご覧いただけます。　



救急安心電話相談

相談
日時

平日・土曜日� 18時〜翌朝6時
日曜日・祝日
年末年始・GW 9時〜翌朝6時

プッシュ回線・携帯電話
＃7009
又は

ダイヤル回線・＃7009をご利用
いただけない場合

☎03（6735）8305
急な病気で心配なとき、ご相談くだ
さい。

こども急病電話相談

相談
日時 毎日・夜間� 19時〜翌朝6時

プッシュ回線・携帯電話
＃8000
又は

ダイヤル回線・＃8000をご利用
いただけない場合

☎043（242）9939
こどもの急な病気で心配なとき、看護
師、小児科医が電話でアドバイスします。

長生郡市保健センター
夜間急病診療所

受付時間 毎日・夜間　19時45分〜 22時45分
診療科目 内科・小児科

外来の処置・投薬により
治療ができる比較的軽症な急病の方が対象です。

電話番号
☎（24）1010

又は
テレフォン案内（19時〜22時45分）

☎（24）1011

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、
受診される前に電話で確認をしてから来院してください。
※�20時前の急病等については、消防本部☎︎（24）0119にお問い合わせ
ください。
※23時以降は夜間待機病院（２次救急）で診療します（内科・外科）
※当診療所へお越しの際は「おくすり手帳」をお持ちください。

夜 間 初 期 救 急 おとな急病電話相談こども急病電話相談

夜間待機病院
診療時間 毎日・夜間　20時〜翌朝6時

診療科目 内科・外科

初期救急医療機関の後方病院として、
検査入院や手術等を要する救急患者の方が対象です。

テレフォン案内（22時45分〜翌朝6時）
☎（24）1011

又は
消防本部

☎（24）0119

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、
受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

夜 間 ２ 次 救 急

千 葉 県
【利用上の注意】 救急安心電話相談は、相談者の参考としていただくものであり、医療行為ではありません。

ダイヤル回線・IP電話・PHSからおかけの場合は 03-6735-8305

県内のプッシュ回線 ・ 携帯電話からは #7009

令和2年4月1日から受付時間を「翌朝6時まで」に延長しました。

18:00～翌朝6:00平日・土曜日

日曜・祝日・年末年始・GW 9:00～翌朝6:00
受
付
時
間

お気軽にご相談ください

熱が
下がらないけど、
病院に行ったほうが

いい？

体調悪いけど、
救急車を
呼んだほうが
いいかな？

家での
対処法は？

病 院 に 行 くか 、救 急 車 を 呼 ぶ か 迷 っ た ら 、ご 相 談 くだ さ い 。

救急安心電話相談千
葉
県

千葉県マスコットキャラクター
 「チーバくん」

千葉県の人口あたりの医師数は全国でワースト３で、その中で最も
少ない「山武長生夷隅医療圏」で夜間救急を支えるのは大変困難
です。緊急でない場合は、平日の日中にかかりつけ医等を受診する
など適正受診にご協力ください！

千葉県における二次医療圏単位の
人口10万人あたりの医師数
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173.1

※救急患者が優先となります

休日在宅当番医
診療時間 日曜・祝日　９時〜 17時

診療科目 内科系・外科系

消防本部☎（24）0119
（組合ウェブサイト、市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載）

***休日救急（日中）受診のお願い***
　休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用
が増加し、診療に一部支障が出てきています。
　緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診する
など、適正受診にご協力ください！
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、発熱症状がある方は、受診される前に電話で
確認をしてから来院してください。
※�休日在宅当番医は、茂原地区〈内科系〉、茂原地区〈外科系〉、�
一宮地区〈内科系・外科系〉の３か所を長生郡市内の医療機関�
が交代で診療しています。

休 日 救 急

*** 救急車の適正利用にご協力をお願いします***

今月号の発行で一年間のサイクルが終了しました。取材や原稿作成にご協力
いただいた皆様に感謝申し上げます。また、広報紙に関するご意見等があり
ましたら、編集発行先まで連絡ください。

編集
後記
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119番は、火災、救急などの緊急通報専用電話です。
その他のお問い合わせは☎︎（24）0119におかけください。119番通報のお願い
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